
品質管理システムのルールへの対応

　日本は、気候変動、テクノロジーの急速な進化、社

会・経済の不安定化などさまざまな側面において不

確実な時代に突入しています。このような環境変化の

中で、人々はあらゆるものに「信頼」を求めます。その

期待に応えるために、私たちは財務諸表をはじめと

するさまざまなものに対して高品質な保証を提供し、

信頼を付与しています。私たちは、従来からそのよう

な保証業務を適切に行うための品質管理システムを

整備、運用、評価してきましたが、昨年から導入され

た品質管理基準報告書第１号・ISQM1に基づいて、

透明性をもって評価結果を外部に開示しています。米

国の公開会社会計監督委員会（PCAOB）が発行した

QC1000が2026年12月15日から適用されるため、

しっかりと準備をして対応していきます。

AIの活用と次世代監査プラットフォームの導入

　AIの活用は効率性の向上だけでなく、より効果的な

監査の実現のために重要です。PwCネットワークでは

生成AIの積極的な活用を推進しており、当法人でも

2024年12月から生成AI（ChatPwC等）の監査業務

での使用を開始しました。現時点では利用範囲は限

定的ですが、近い将来において導入が予定されてい

る次世代監査ツールにはAIが搭載されており、これに

よってAIの利用範囲も拡大していくことが想定されま

す。AI使用に伴うリスクをしっかりと管理し、品質管理

本部として監査の品質向上をサポートしていきます。

人の統合

　PwCあらた有限責任監査法人とPwC京都監査法

人の統合から1年半以上が経過しました。もともと同じ

PwCの品質管理の枠組みのもと、統合と同時に単一

の品質管理体制で運用してきましたが、品質管理を

リーダーメッセージ

変化する時代に対応するため、我々自身が変化し続けることで
社会に高い信頼を提供していきます。

行うのは人であるため、最も重要なことは人と人との

信頼関係です。この信頼関係を築くためには物理的

な距離を縮めることが必要であると考え、この1年間、

東京の品質管理本部から定期的に京都へ出張し、品

質管理本部出張窓口を設け、京都の監査メンバーと

品質管理本部との距離を縮める努力を重ねてきまし

た。その結果、出張時には多くの交流があり、人と人

の統合が進んだと実感しています。

　環境変化や技術の進化が加速する中で、私たちが

社会に対して信頼を付与するという使命を果たし続

けるためには、私たち一人一人が変化し、進化するこ

とが欠かせません。品質管理本部はそれらの変化を

品質・リスク管理の観点から積極的にサポートするこ

とで信頼の付与に貢献していきます。

執行役常務 品質管理担当　

鈴木 隆樹
上席執行役員 品質管理本部 Co-Leader　

ニール・ウェインガルテン

Quality Management
品質管理

15の品質目標 p.54

 ガバナンスおよびリーダーシップ 

目標1 ▶  リーダーシップチームによる 
適切な品質管理体制の維持構築

 職業倫理および独立性 

目標2 ▶  行動規範と法規制の遵守および適切な行動
目標3 ▶  独立性の遵守

 契約の新規の締結および更新 

目標4 ▶  クライアントの業務リスクの見直しと対応
目標5 ▶  業務の開発および管理
目標6 ▶  契約の締結および更新

 監査事務所の業務運営に関する資源 

目標7 ▶  人財の採用、人財育成および人財の定着
目標8 ▶  教育研修
目標9 ▶  人財の配置
目標10▶  人事評価

 ITの活用 

目標11▶  デジタル化の推進とITシステムの適切な管理

 業務の実施と支援 

目標12▶  業務チームに対する適切なサポートの提供
目標13▶  監督および査閲
目標14▶  専門的見解の提供

 品質管理システムのモニタリングおよび改善プロセス 

目標15▶  業務の品質管理および検証

2
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国際品質マネジメント基準第1号 

（ISQM1）

　2020年12月 に、国 際 監 査・保 証 基 準 審 議 会

（IAASB）は、監査事務所の品質管理の強化等を目

的としてISQM1を含む3つの基準を公表しました。

ISQM1は2022年12月15日に発効され、全ての監査

事務所は、品質管理システムを整備・運用し、毎期品

質管理システムの有効性を評価することが求められて

います。

　ISQM1は、監査事務所が品質目標を定め、継続的

かつ反復的に運用され、監査事務所の性質および状

況ならびに業務の内容および状況の変化に対応して

運用される品質管理システムを整備し、運用すること

を求めています。ISQM1は、品質管理システムのモニ

タリングおよび改善に関する監査事務所の責任を強

化し、より積極的で適時なモニタリング、効果的・効率

的かつ適時な根本原因分析プロセス、そして効果的

かつ適時な不備是正の必要性を強調しています。

　ISQM1では、監査事務所の目的は、以下の合理的

な保証を提供する品質管理システムを整備し、運用す

ることであると規定しています。

▶  監査事務所およびその専門要員が、職業的専門家

としての基準および適用される法令等に従って自ら

の責任を果たすとともに、当該基準および法令等

に従って監査業務を実施すること。
▶  監査事務所または監査責任者が状況に応じた適

切な監査報告書を発行すること。

　ISQM1はさらに、より質の高い監査を一貫して実

施することにより公共の利益に資することを強調し、こ

れは品質管理システムを整備し、運用することによっ

て支えられていると述べています。

ネットワーク全体を通した監査品質に 

対する取り組み

PwCネットワークのQMSEフレームワーク

　PwCは、高品質な業務の提供を最も大切にしてお

り、これはステークホルダーがPwCに期待するもの

です。

　被監査会社、クライアントおよび他のステークホル

ダーの期待に応えるために、PwCネットワークは、

各メンバーファームが品質管理と事業運営およびリ

スク管理を統合するフレームワークとして「Quality 

Management for Service Excellence（QMSE）」

を開発しました。

　QMSEフレームワークは、ISQM1の目的および要

求事項を満たすように設計されており、PwCメンバー

ファームにおける品質管理モデルを提供し、品質管

理と事業運営およびメンバーファーム全体のリスク管

理プロセスを統合するものです。QMSEでは、各メン

バーファームの品質管理システムは、一連の品質目

標を基礎とし、ISQM1の目的および要求事項を満

たしつつ、合理的な保証をもって、全体的な品質目

標を達成するよう整備・運用されます。

品質管理：QMSEフレームワーク（ISQM1対応）

全体的な品質目標
　法人内に必要な能力を備え、メソドロジー、プロ

セス、テクノロジーを一貫して活用することで、効

果的かつ効率的にサービスを提供し、被監査会

社、クライアントおよび他のステークホルダーの期

待に応えること。

適切な方法での整合性を持った統合

　当法人の品質管理システムには、ISQM1の以下の

構成要素に関連する品質目標に加え、QMSEフレーム

ワークでPwCネットワークが定めた品質目標が含まれ

ます。

▶ ガバナンスおよびリーダーシップ
▶ 職業倫理および独立性
▶ 監査契約の新規の締結および更新
▶ 業務の実施
▶ 監査事務所の業務運営に関する資源
▶ 情報と伝達

　これらの目標を達成する上で、PwCネットワークは

ネットワーク全体で品質を継続的に強化するために多

くの資源を投資しています。この中で、適切な人財、

ネットワーク全体または当法人内で開発されるツール

およびテクノロジー、ならびにテクノロジーの継続的な

革新および投資によって支えられる強力な品質基盤の

構築を行います。PwCネットワークのグローバル品質

管理本部は、効果的な方針、ツール、ガイダンスおよび

システムを通じて品質を促進および監視し、各メンバー

ファームの品質を適切なレベルに維持することで、各メ

ンバーファームを支援しています。

　これらの要素は、PwCネットワークが包括的、全体

的および相互に連携した品質管理フレームワークを構

築し、各メンバーファームがそれぞれの状況に応じてフ

レームワークをカスタマイズすることで、整合性を保ち

つつ統合されています。各メンバーファームは、ステー

クホルダーの期待に応える高品質の業務を提供する

ために、PwCネットワークが提供する資源を活用する

責任があります。

 15の品質目標

ガバナンスおよび
リーダーシップ

品質管理システムの
モニタリングおよび
改善プロセス

契約の新規の締結
および更新

業務の実施と支援

職業倫理および独立性

監査事務所の
業務運営に関する資源

ITの活用

目標1：  リーダーシップチームに 
よる適切な品質管理体制
の維持構築

・ガバナンス▶p.39 

・品質管理▶p.51

目標15： 業務の品質管理および 
検証

・ 監査業務の定期的検証・外部検査
▶p.71 

目標4 ： クライアントの業務リスク
の見直しと対応

・ 被監査会社の業務リスクの見直
しと対応▶p.63 

目標5： 業務の開発および管理

・ 統合されたアシュアランスサービ
スの実現へ▶p.15 

・ テクノロジーによるアシュアラン
ス変革▶p.21 

 ・ 当法人の品質管理システム 
▶p.55 

目標6 ： 契約の締結および更新

 ・ 契約の締結および更新▶p.63

目標12： 業務チームに対する適切
なサポートの提供

・ 品質管理本部によるサポートおよ
びモニタリング体制▶p.58

・ 監査におけるテクノロジーの活用
▶p.75

目標13：監督および査閲

・ 監査現場における品質管理 
▶p.57

目標14 ： 専門的見解の提供

・ 品質管理本部によるサポートおよ
びモニタリング体制▶p.58 

目標2 ： 行動規範と法規制の遵守 
および適切な行動

目標3 ： 独立性の遵守

・ 職業倫理・独立性▶p.61

目標7： 人財の採用、人財育成 
および人財の定着

・  採用・育成▶p.81

・ キャリア／アサインメント▶p.83

目標8：教育研修

・ 研修▶p.82 

目標9：人財の配置

・ キャリア／アサインメント▶p.83

目標10：人事評価

・ 人事評価▶p.85 �

目標11： デジタル化の推進と 
ITシステムの適切な管理

・ 監査におけるテクノロジーの活用 
▶p.75
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品質管理プロセス

　これらの品質目標の達成は、当法人、アシュアラン

スのリーダーシップ、ビジネスプロセスオーナー、パー

トナーおよびスタッフが確立した品質管理プロセスに

よって支えられています。品質管理プロセスには以下

が含まれます。

▶  品質目標の達成を阻害し得るリスク（品質リスク）

の識別
▶  品質リスクへの対応のデザインおよび適用
▶  Real Time Assuranceや適切な監査品質指標

（AQI）などのプロセス統合型のモニタリング活動

を通じた、方針および手続の整備運用状況の有効

性のモニタリング
▶   改善が必要な領域が識別された場合、根本原因分

析および是正措置の適用による品質管理システム

の継続的な改善
▶  品質に関して期待される行動および成果について

明確な期待値を設定し、評価、報酬、昇進の決定時

に一貫性と透明性を持って適用する品質に関する

報酬および責任のフレームワークの確立

当法人の品質管理システム

　当法人の品質管理システムは、品質目標を達成す

るために継続的に整備、適用および運用されます。当

法人の継続的な品質管理プロセスには、内部および

外部環境が引き起こす品質リスクの変化をモニタリン

グし、評価、報告、対応することが含まれます。

　従って、当法人が品質管理において重視しているこ

とは、所定のルールを適用することではなく、当法人

の品質管理システムに影響を与え得る事象、状況また

は行動などを考慮し、自ら評価し識別した品質リスク

に対応し、品質目標を達成するために適切な対応を

デザインおよび適用することです。

当法人のリスク評価プロセス

　過去数年間を振り返ると前例のない課題に直面し

てきましたが、当法人が当該事象に対処し、高品質の

監査業務の提供という全体的な品質目標を達成する

上で、品質管理システムが役立ちました。当法人の品

質管理システムには、QMSEフレームワークで特定さ

れた品質目標に対するリスク評価の実施が含まれて

おり、事象、状況または行動などが品質目標の達成に

どのように、またはどの程度、負の影響を及ぼす可能

性があるかを考慮します。これにより以下が生じる可

能性があります。

▶  1つまたは複数の品質目標の達成に対する新しい

品質リスクまたは品質リスクの変更
▶   既存の品質リスクに対するリスク評価の変更
▶  品質リスクへの対応を含む当法人の品質管理シス

テムのデザインの変更

　品質リスクとは、合理的な発生可能性があり、個別

にまたは他の品質リスクと組み合わせて、1つまたは

複数の品質目標の達成を阻害する可能性があるリス

クです。

　「監査業務の定期的検証」セクション p.71 では、

当法人が整備し、運用している日常的および定期的

なモニタリングの種類について説明しています。当該

モニタリングは、品質管理システムに関する信頼でき

る情報を提供し、識別した不備に対する適時かつ効

果的な是正措置の適用を支援します。当該是正措置

の適用を支援するため、当法人は根本原因分析プロ

グラム p.71 を整備し、運用しています。

　モニタリングおよび是正プロセスを通じて収集した

情報は、外部検査などの他の情報源とともに、当法人

の品質管理システムを評価するために使用します。

　また、当法人では、過去のQMSEの取り組みを通じ

て策定された是正措置の中で、特に優先順位の高い

施策を取りまとめた「4+1」という品質向上のための

取り組みも継続しています。

モニタリングおよび改善プロセス

当法人の品質管理システムの有効性について

　当法人はISQM1および品質管理基準報告

書第1号における品質管理システムの年次評価

を実施しました。当法人の品質管理システムに

関する最終責任者である代表執行役は、品質

管理システムが当法人が実施する監査およびそ

の他の保証業務に関し、以下の合理的な保証

を提供しているか評価しました。

1   当法人およびその専門要員が、職業的専門
家としての基準および適用される法令等に

従って自らの責任を果たすとともに、当該基

準および法令等に従って監査業務およびそ

の他の保証業務を実施すること。

2   当法人または業務責任者が状況に応じた
適切な報告書を発行すること。

　全ての関連する情報に基づき2024年12月

31日および2025年6月30日時点の品質管理

システムの評価を実施した結果、当法人の品質

管理システムは品質目標が達成されているとい

う合理的な保証を当法人に提供していると評

価しました。

 私たちの価値創造活動

P��用の図→
データ基盤と分析体制の確立

品質目標

1

4　 1

1 2 3 4

被監査会社の業
務リスク見直しと
対応

個別監査業務の
モニタリング（ホッ
トレビュー）の拡充

EPQによる監査業
務の実施プロセス
の改善

担当者の業務負荷
の見直しとモニタ
リング

責任の明確
化

原
因
分
析
と
是
正
措
置

品質管理活動の評価と報告

品
質
管
理
活動

の

品
質
管
理
活動

の

モ
ニ
タ
リン

グ

リ
ス
ク
評
価
の
実践と

リ
ス
ク
対
応
の
整

備

組織風土

戦

略的優先領域-品質
の追

求

品質管理システムの評価プロセスーQMSEー 品質向上の取り組み「4＋1」
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品質管理
本部

アシュアランスOGC

リスク管理部

クオリティ・レビュー部

監査受嘱や契約締結を含む法務リスクの所管、被監
査会社および個々の監査業務のリスク管理上の諸問
題に関する法的側面からの助言など

監査事務所としての品質管理全般のモニタリングの
所管、審査体制の整備および運用、被監査会社および
個々の監査業務のリスクプロファイルのモニタリング
など

品質改善のための監査進行中のレビュー（ホットレ
ビュー）および定期的検証の実施、外部検査への対応、
各種チェックリストの整備および運用管理など

アシュアランス・ラーニング・アンド・
エデュケーション部

コーポレート・レポーティング・サービス部

メソドロジー・アンド・テクノロジー部

PwCネットワークのカリキュラムに基づく研修および
当法人固有の研修の企画、実施、受講管理、単位管理
など

会計およびサステナビリティに関する専門的な見解の
問い合わせに対する助言の提供や最新の会計および
サステナビリティに関する情報の収集、新たな基準等
の導入を支援する業務担当者のサポートなど

Auraをはじめとする各種監査ツールの整備や監査基
準やPwC Audit Guideの適用など監査業務の実施に
おける具体的な監査手法の浸透や有効かつ効率的な
監査の実施のサポート

　当法人では、監査現場における品質管理、品質管理本部によるサポートおよびモニタリング、各領域の専門家やPwCネッ

トワークとの連携を通じて、監査チームが主体的に課題を解決しつつ、品質管理本部や各領域の専門家、日本企業支援ネッ

トワーク（JBN：Japan Business Network）などPwCネットワークの全てのリソースを結集して監査現場を支えています。

監査チームの組成と支援体制

　監査チームは、専門家で編成された各監査部門の中で、厳正かつ公正な監査を実施するために必要十分な人財で組成

されています。審査担当パートナー（QRP）、チーフオーディター（CA）など、監査チーム外からのサポート体制も備えています。

当法人の品質管理体制

 監査チームを取り巻く品質管理体制

 監査現場における品質管理指標

審査 品質および
リスクの監視活動

サポート

選任

推薦

監査責任者
（EL）

業務部門
責任者

審査担当
パートナー（QRP）

部門リスク管理
担当パートナー

チーフオーディター
（CA）

部門品質管理
担当パートナー

各領域の専門家

監査チーム

連携各監査チームのEL
を選任します。

QRPは、監査計画から
意見表明までの監査の
全過程において、実効性
のある審査を適時に
行っています。

品質管理本部が実施する
品質管理活動をサポート
し、必要に応じて、各監
査部門で独自の監視活
動を実施します。

知識・経験が特に豊富な
パートナーおよび職員に
より構成され、各部門に
おける自主的な品質管
理活動を主導しています。

部門リスク管理パート
ナーの役割のうち品質
管理を担い、各監査部門
のCAと連携して品質管
理を実施します。

ITシステムや税務、不正、金融商品、年金数理等の複雑な領域においては、各領域の専門家が監査の
各段階において十分に関与する体制を構築しています。

監査チームの最終的な責任
を負います。品質管理担当
執行役、アシュアランスリー
ダーが選任を承認します。

ELを補佐し、監査チームメン
バーの手続の結果を検討し、
十分かつ適切な監査証拠が
入手できたかを確認します。

監査計画に基づき、職業的
懐疑心を保持して監査手続
を実施します。重要な事項等
は、EL等に適宜相談します。

チームマネージャー
（TM）

監査チーム
メンバー等

方針の通達・
サポート・
モニタリング

監査現場における品質管理指標 2024年度 2025年度

監査スタッフの監督
パートナー（社員）に対するマネージャー以上の専門職員の比率 1: 3 1: 3

パートナー（社員）に対する全専門職員の比率 1: 13 1: 12

監査従事者※の年間平均執務時間
パートナー（社員） 2,177時間 2,110時間

パートナー（社員）以外 1,918時間 1,904時間

※ 監査従事者：年間35時間以上監査業務に従事している者を監査従事者としています。

品質管理本部（R&Q）

　品質管理本部は、主に会計や監査の領域の専門のパートナーや職員が配置され、専門的な見解に関する問い合わせ

に対する対応など、随時、各監査チームとコミュニケーションをとりながら問題点の早期発見・解決に努めています。

 品質管理本部によるサポートおよびモニタリング体制

 品質管理業務の人員数

品質管理本部（機能）
2025年度

パートナー マネージャー以上の
専門職員 合計

品質管理本部合計（A）※1 21名 121名 142名

　品質管理本部統括 2名 1名 3名

　独立性・職業倫理の管理※2 2名 36名 38名

　リスク管理・定期的検証等の監視活動　 7名 32名 39名

　法務 1名 2名 3名

　会計の専門的見解の問い合わせへの対応 6名 15名 21名

　監査の専門的見解の問い合わせへの対応 2名 24名 26名

　教育研修・人財育成 1名 11名 12名

監査に従事するパートナーおよび
マネージャー以上の専門職員（B）※3 161名 467名 628名

比率（C）※4 13% 26% 23%

※1 品質管理本部合計（A）には、品質管理本部所属者のみを含めています。
※2  独立性・職業倫理の管理は、品質管理本部ではなく、インターナルファームサービス部門   　　　  に所属する独立性グループおよびコンプライアンスグループが担当しています。
※3 監査業務に年間35時間以上関与するパートナー・専門職員のうち、6月末に在籍していた監査従事者として算定しています。
※4 比率（C）は、品質管理本部合計（A）を監査に従事するパートナーおよびマネージャー以上の専門職員（B）で除して算出しています。

p.46
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監査チーム品質管理本部

Aura

根本原因分析と改善策の立案

監査報告書発行

ホットレビューの結果分析と共有

1.独立性や契約のモニタリング

監
査
計
画

監
査
実
施

監
査
完
了

随
時

3.専門的な見解の問い合わせ

4.特定課題に関するアンケート（リーチアウト）

6.監査進行中のレビュー（ホットレビュー）

�.監査終了後のレビュー（定期的検証）

5.電子監査調書にアクセスして異常を検知
（Real Time Assurance）

8.KAM作成支援

2.業務負荷のモニタリング

7.不正リスク対応

監
査
業
務

サ
ポ
ー
ト
お
よ
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

1. 独立性や契約のモニタリング

　 p.61 をご参照ください。

2. 業務負荷のモニタリング

　監査責任者は、その職責を果たすための適性、能

力および経験を考慮して各業務部門の責任者により

選任されますが、品質管理本部が、客観的な視点か

ら選任結果を個別に検討するプロセスを採用してい

ます。品質管理本部は、各パートナーの年間の担当業

務に偏りがないかを確認し、パートナーの業務のポー

トフォリオのレビューを実施しており、必要に応じて関

係者と協議し、業務分担の見直しを求めるなど、きめ

細かいモニタリングを行っています。

3. 専門的な見解の問い合わせ

　当法人では、事前に専門的な見解の問い合わせが

必要な事項を明示し、監査チームが該当する事象に

直面した場合には、品質管理本部の見解を入手する

ことを義務付けています。品質管理本部の担当者は、

外部の専門機関への出向経験がある者など各専門領

域および実務に精通した者で構成されており、事案の

内容や監査チームの検討結果および暫定的な結論に

ついて監査チームと十分に議論を行い、専門的な調

査を実施した上で見解を示します。

4. 特定課題に関するアンケート（リーチアウト）

　品質管理本部では、監査において特に留意すべき

事項の有無や各監査チームの対応状況を積極的に情

報収集した上で分析し、監査チームを支援するため、

アンケート形式の調査「リーチアウト」を実施していま

す。リーチアウト活動の対象は、例えば、特定の業種

に所属する被監査会社など、調査項目に応じて都度

決定しています。リーチアウトを通じて個々の監査業

務の現状に関する情報を入手し、被監査会社の財務

情報や監査チームからの情報などを加味してプロファ

イリングすることにより、追加的な対応や支援が必要

な監査チームを識別します。

5. 電子監査調書にアクセスして異常を検知

　（Real Time Assurance）

　品質管理本部では、リーチアウト活動に加えて、電

子化された監査調書であるAura内のデータを自動的

に集約し、業務進捗などをモニタリングする取り組み

を進めています。この活動をReal Time Assuranceと

呼んでおり、この活動により例えば、PwC Auditに従っ

ていない可能性がある監査業務や、業務進捗が遅れ

ている監査チームをリアルタイムに発見し、支援するこ

とができます。また、デジタルツールを用いて集約し

たデータを用いて、法人全体の品質の傾向を把握す

るための分析を行っています。

6. 監査進行中のレビュー（ホットレビュー）

　ホットレビューでは、高リスク領域を中心に、監査

チームにより監査が計画・実施されるのと同時に、経

験のあるレビューアーが監査チームの選択したテスト

アプローチやその結果をレビューし、アドバイスを提供

します。これにより監査チームを支援すると同時に、現

場の監査品質をモニタリングしています。

7. 不正リスク対応

　 p.67 をご参照ください。

8. KAM作成支援

　 p.66 をご参照ください。

9. 監査終了後のレビュー（定期的検証）

　 p.71 をご参照ください。

 監査プロセスにおける品質管理本部のサポート＆モニタリング

59 60

Quality Management 　　　Section 2品質管理



職業倫理・独立性

独立性に関する方針および手続

　独立した立場を保持することは監査の前提であ

り、被監査会社との信頼関係を基礎に独立性の保

持に関する協力関係を築くことは、PwCとしての存

在意義に資するものです。そのため、PwCネットワー

クのメンバーファームとして、国際会計士倫理基準審

議会（IESBA）の倫理規程が基礎となっているPwC 

Global Independence Policy（独立性に関する指

針）を基本に、日本の法令および日本公認会計士協

会（JICPA）の倫理規則を踏まえたものを当法人の独

立性に関する指針とし、その遵守に係る方針および手

続を定めています。独立性の方針および手続に関する

理解を徹底させるため、全てのパートナーおよび職員

を対象とした独立性に関する研修を定期的に実施し

ています。また、年次のコンプライアンス確認手続を通

じて、独立性に関する方針および手続について全ての

パートナーおよび職員が理解し遵守していることを確

認しています。

　当該方針および手続に基づき、被監査会社をPwC

ネットワークが共有するマスタークライアントデータ

ベース（CES）に登録することによって、当法人の被監

査会社のみならず PwCネットワークの被監査会社全

般について独立性に関して制限のあるクライアントを

把握できる体制となっており、独立性に関する指針の

遵守を確保する枠組みとして維持・運用しています。

職業倫理

　当法人は、日本の法令およびJICPAの倫理規則な

らびにPwCネットワーク共通のCode of Conductに準

拠して、職業倫理に関する行動規範および関連するガ

イダンスを定めています。当該行動規範および関連す

るガイダンスには、職業倫理および独立性に加えて、

マネーロンダリング防止、反トラストや反腐敗、反社会

的勢力への対応、情報保護、インサイダー取引防止、

被監査会社等による違法行為への対応など、幅広い

場面に対応する規程が設けられています。当法人の

パートナーおよび職員は年次のコンプライアンス確認

手続を通じて当該行動規範および関連するガイダンス

の遵守を確認しています。

　また、PwC Japanグループでは、法令違反や不正

行為の早期発見を目的として、エシックス・ヘルプラ

イン（PwC Japanグループ共通）と、監査ホットライン

（PwC Japan有限責任監査法人）を設置しています。

パートナーと職員の個人の独立性

　当法人のパートナーおよび職員について、年次の

コンプライアンス確認手続および個々の監査業務に従

事する際に実施する独立性のチェック等を通じて、独

立性遵守を確認しています。また、全てのパートナー

および職員は、保有する有価証券や、保険や年金を

通じて間接的に運用する投資先等を取得する前に、

データベース（Checkpoint）で保有可否の判定（pre-

clearance）を行い登録することを義務付け、独立性

の諸規則に継続して抵触していないことを確認して

います。さらに、執行役およびパートナー就任予定者

に加えて、無作為に抽出したパートナーおよび職員に

対して独立性の遵守に関する詳細な検査を毎年実施

しています。

　被監査会社との馴れ合いを防止するため、監査責任

者および審査担当パートナーや監査責任者を補佐する

立場であるチームマネージャーについて、連続関与期

間の上限および被監査会社への関与を禁止するクーリ

ングオフ期間を設け、モニタリングを実施することで、

監査担当者の適切なローテーションを図っています。

法人としての独立性

　当法人が外部から物品やサービスを購入する場合

や、外部企業や個人とビジネス上の関係を展開する

場合には、当法人と被監査会社との間の独立性を保

持するため、取引の可否および取引内容について事

前に専門部署の承認を得ることとしています。借入先

やリース契約先との間においても独立性の問題が生

じていないことを定期的に確認しています。また、当

法人が保有する有価証券などをビジネス関係承認シ

ステムに登録し、独立性の諸規則に抵触しないことを

確認しています。

非保証業務提供に関する独立性

　被監査会社に対する業務の提供には一定の制限

が設けられています。そのため、非保証業務の提供を

検討する際には、PwCネットワークの被監査会社を登

録・管理するマスタークライアントデータベース（CES）

で業務提供先に対する独立性の制限の有無を確認

した上で、PwCネットワーク共通の非保証業務ガイダ

ンスを参照して業務提供の可否および提供可能な業

務を判断します。提供可能な非保証業務については、

あらかじめ監査責任者の承認を得ることとしています

（AFS）。

独立性に関する法令および 

規則等に抵触した場合の対応

　監査業務の提供にあたって独立性の規則に違反す

る事象が生じた場合には、可能な限り速やかに当該

違反の原因となった利害関係を解消するとともに、当

該違反および対応策などについて被監査会社の監査

役等と書面をもって協議します。この他、独立性の方

針や手続などの内部規則または法令等に違反した、

または違反に関与したパートナーおよび職員は、所定

の規程に基づく処分の対象となります。

　なお、2025年度において独立性に関する検査から

検出された法令等違反は、いずれも個人の金銭的利

害関係に関する違反であり、個々の監査業務または

当法人としての客観性や公平性に影響を与えていな

いことを確認しています。

　

 独立性を監視するプロセスの全体像

Checkpoint 個人の独立性

ビジネス関係 法人の独立性

AFS 非保証業務の独立性

CES

経営層

PwCネットワーク

クライアント

事前または事後の統制・検査・モニタリング等 独立性アカウンタビリティ
フレームワーク

違反等を
含む案件の
報告・収集

報告

報告

報告

監査
クライアント
グループ会社
リスト

独立性管理
部門

レビュー
委員会
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独立性評価手続

　監査意見表明のためには、会計期間の開始から監

査意見日までの期間において被監査会社およびその

関連企業等に対して継続して独立性を保持する必要

があります。買収や合併など被監査会社の企業集団

の構造などに変化が生じ、監査先に加わることで法人

も個人も独立性を検討するべき範囲が増えます。例え

ば、非保証業務の提供や親族の雇用関係などがあり、

独立性違反となる恐れがあるため、事前の独立性評

価が必要となります。そのため、関連情報の適時共有

と協力を全ての被監査会社にお願いしています。

契約の締結および更新

　当法人は、日本における監査の基準とPwCネット

ワークにおける方針を踏まえて、監査契約を含む全

ての業務に係る新規クライアントの受入および既存ク

ライアントへのサービス継続に係る方針を定めていま

す。新規クライアントとの関係および監査業務の受入

に先立ち、時間および人的資源を含め、当法人が監

査業務を実施するための適性および能力を有してい

るかを検討します（十分に人的資源を確保できないこ

とが見込まれる場合には、新規の契約をお断りする

場合もあります）。そして、当該新規の被監査会社と当

法人（パートナー・職員を含む）の独立性など利害関

係を調査するとともに、当該被監査会社の評判、経営

者の姿勢、ガバナンスや内部統制の状況、会計・監査

上における問題の有無などのリスク評価手続を実施

し、評価されたリスクに応じて定められた適切な承認

を得ることとしています。契約の更新に際しては、少な

くとも年に一度リスク評価を実施し、その結果に応じ

た適切な承認を得ることが求められています。これら

一連の手続は、PwCネットワーク共通の受入継続評価

システムを通じて実施されます。

被監査会社の業務リスクの見直しと対応

　被監査会社との契約の更新にあたっては、高品質

な監査を実現できる環境を維持するために、被監査

会社の業務リスクを慎重に検討し、採算性なども含

め、継続の判断を行っています。

IESBA改訂への対応

　IESBAの倫理規程の改訂については、日本公認会

計士協会倫理規則の改訂に関わらず、IESBAの改訂

時期に合わせて適用しています。IESBAの倫理規程

については、独立性などコンプライアンスに関する社

会からの要求の増加という背景もあり、いくつもの改

訂プロジェクトが進行しています。

　直近では「社会的影響度の高い事業体の定義」

「タックス・プランニングおよび関連業務」「テクノロ

ジーに関する改訂」の適用が始まっています。今後は

後述する「サステナビリティ保証に関するIESBAの倫

理および独立性基準への対応」の他「外部の専門家

の作業の利用」などの適用開始が予定されているた

め、現在それらの対応の準備を行っています。IESBA

の倫理規程の改訂およびこれに伴う日本公認会計

士協会倫理規則の改訂については、それらの適用

と実効性を担保すべく、当法人では、内部ポリシー

やガイダンスの改訂、パートナーおよび職員に対して

改訂に関する情報共有および研修を行うとともに、

各種監査ツールやテンプレートの充実を図っていま

す。IESBAおよびJICPAの動向については、「IESBA 

Newsletter」と称するアラートを不定期に配信して周

知を行っています。

　公共の利益のための大きな役割と責任を果たし被

監査会社および社会の信頼を確保していくために、監

査人に求められる高い水準の独立性の遵守を徹底す

る体制を維持していきます。

サステナビリティ保証に関する 

IESBAの倫理および独立性基準への対応

　近年におけるサステナビリティ情報に対する市場

および社会の需要の急増により、容易に利用可能な

サステナビリティ情報が急速に増加しています。これ

に伴い、サステナビリティ情報における不正や誤謬

のリスクに対する公共の利益における切迫したニー

ズが高まっています。そのような背景の中で、透明

性および関連性、信頼性を備えたサステナビリティ

情報を支える保証を求める強い社会的要請に応え

るために、IESBAは、一定の規準を満たすサステナ

ビリティ保証業務の実施者に対する倫理基準（独

立性基準を含む）を定めた「サステナビリティ保証

に関する国際倫理基準（IESSA）」を策定しました。 

　IESSAの主な特徴は、次の通りです。
▶  職業会計士および職業会計士以外の全てのサステ

ナビリティ保証業務の実施者に適用され特定の職

業に限定されない
▶  あらゆる報告または保証の枠組みと互換性があり、

いかなるフレームワークにも適用する
▶  財務諸表監査と同水準の公共の利益を有するサス

テナビリティ保証業務のための強固な基準である
▶  IESBA倫理規程のパート５として独立した基準で

ある

　IESSAは、2028年7月1日から適用されるバリュー

チェーン構成単位に関する特定の規定を除き、2026

年12月15日以後に開始する報告期間、または同日

以後の特定の日におけるサステナビリティ保証業務か

ら適用されます。PwCでは、IESSAの適用に備えるた

めのワーキンググループを設け、方針およびシステム、

プロセス、研修、アシュアランス、メソドロジー、コミュニ

ケーションに関する検討を進めており、2026年の年明

けにはグローバルの独立性方針を更新することを予

定しています。

　当法人では、PwCネットワークのリソースを有効に

活用しながら日本の倫理規則の改訂にも対処してい

きます。IESSAに対応したPwCの保証業務ツールや

グループ指示書を含むガイダンスを2027年の年初以

降に当法人で展開していく予定です。IESSAの要求事

項の多くが監査の場合と同様であるため、実務への

円滑な導入を目指しながら、サステナビリティ保証業

務に関連する補足的な要求事項およびガイダンスの

策定にも対応していきます。バリューチェーンや「他の

業務実施者」の利用における考慮事項にも同様に対

応していきます。当法人がIESSAに準拠して保証業務

を行う主なクライアントは監査クライアントであることも

想定し、非保証業務の提供に関するガイダンスについ

ても整備します。関連するシステムやプロセスについて

は、既存のものをベースにしながらも、より堅牢な仕

組みを導入し、PwCネットワークのリソースを活用して

効果的な研修を適切な時期に実施する予定です。
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当法人の監査アプローチ  PwC Audit

　監査チームは、日本の監査の基準およびPwCネッ

トワークの共通の監査メソトロジーと監査プロセス

であるPwC Auditに準拠して監査を行います。PwC 

Auditは、国際監査基準に基づいており、必要に応じ

て、追加の方針とガイダンスを提供します。

　PwC Auditによる監査アプローチにおいて、基本的

かつ最も重要な要素は、監査リスクの適切な識別と評

価です。当法人は、期初の監査計画の立案時から監

査報告書を発行するまでの全過程を通じ、継続して監

査リスクの識別および評価を行い、これに適切に対応

した監査手続を計画・実施します。

　近年は重要な監査基準が毎年改正されており、

2025年にはIAASBがISA（国際監査基準）240「財務

諸表監査における不正に関する監査人の責任」の改

訂を公表しました。また、テクノロジーの進化、サステナ

ビリティ情報開示ニーズの高まりなど、監査を取り巻く

環境は年々変化しています。 PwC Auditは監査基準

の改正や監査環境の変化等の影響を受けて、毎年改

訂されます。改訂された方針およびガイダンスは、監査

チームが電子監査調書システムとして利用するAuraに

取り込まれ、監査チームは新しい要求事項を適時に参

照して監査を行うことが可能です。

当法人内外の環境変化等への監査チームの対応

　監査に影響を及ぼす当法人内外の環境変化等に対

して以下のように対応しています。

　当法人では、PwCが導入をしている最新の監査サ

ポートシステムを利用しています。監査業務において

テクノロジーを利用する場合、監査チームは、テクノロ

ジーのロジックやプログラム、データの信頼性等を適

切に評価し、また、監査調書の査閲者は、テクノロジー

の利用目的の適合性や機能等に留意して、監督およ

び作業の査閲を行うことが求められています。

　国内外の企業ではAIの利用が活発化しており、多く

監査現場における品質管理

の企業が有価証券報告書の事業等のリスクにおいて

AIの利用に伴うリスクを開示しています。また、昨今、

ビジネスメール詐欺やランサムウェア等をはじめとする

サイバーインシデントが多く報告されており、サイバー

セキュリティのリスクも増大しています。このような環境

変化に対応して、リスクの識別と評価に関する基準で

あるISA 315／監査基準報告書315「重要な虚偽表示

リスクの識別と評価」に従い、企業によるAIの利用や

サイバーセキュリティリスクが企業の財務諸表に与える

影響が重要になる可能性があることを踏まえて、監査

チームは、これらのリスクを理解し、関連する重要な虚

偽表示リスクを識別・評価しています。

　サステナビリティ情報開示に対する保証提供のニー

ズを受けて、当法人ではサステナビリティ保証業務

にも取り組んでいます。サステナビリティ保証におい

ては、温室効果ガスや人的指標など多様な主題を

対象に、ISAE（国際保証業務基準）3000「過去財

務情報の監査又はレビュー以外の保証業務」および 

ISAE3410「温室効果ガス報告に対する保証業務」に

基づいた業務を提供しています。業務の実施にあたっ

ては、サステナビリティ保証のためのPwC Auditの方

針とガイダンスが提供されており、監査チームは、基

準やPwC Auditに準拠して主題に対するリスク評価

や保証業務の手続を立案し業務を実施しています。

当法人内外の環境変化等への品質管理本部の対応

　監査に影響を及ぼす当法人内外の環境変化や新

基準が適用される業務にあたっては、品質管理本部

はチーフオーディターと連携して、現場からの質問を

取りまとめ、ガイダンス文書の周知、文書化例やFAQ、

各種テンプレートの公開、監査上の留意事項に関する

配信等のさまざまな取り組みを進めています。このよ

うに監査現場と緊密に連携しながら、当法人内外の

リソースを活用して、環境変化や新基準に従った監査

が実施できるための体制を整えています。

当法人のKAMの作成方針

　当法人は、利害関係者にとってどのような情報を

KAMに記載することが有用であるかを常に考え、

KAMの作成に取り組んできました。どの企業の監査

にも共通する一般的な記述の内容（ボイラープレート）

は極力避け、個々の企業が置かれている状況とKAM

の選定の関係、KAMにどのような論点があり、当該論

点に対してどのように監査を実施したのかなどについ

て可能な限り記載する方針としています。

KAMに対する品質管理本部の支援体制

　当該方針に則してKAMが作成されるよう、2025年

度においても品質管理本部が監査チームを継続的に

支援しました。支援にあたっては、品質管理本部内の

KAM担当チームの担当者を個々の監査チームごとに

アサインし、「相談しやすい」体制を継続して整備・運

用することにより、監査チームからの相談や文面のレ

ビューの依頼に対応しました。加えて、KAM適用の高

評価ポイントをまとめた好事例集を紹介するとともに、

引き続きKAMの記載の詳細化を推奨する取り組みな

どを行いました。KAMの正式な専門的な見解の問い

合わせ手続は社会的影響が大きい場合や、特殊な内

容を含む場合を中心に実施していますが、品質管理

本部として2025年度においても多くのKAMの作成に

対する専門的な見解の問い合わせに対応しました。

マネジメント・監査役等との深い対話と 

KAMの継続的な改善

　KAMは、監査役等とコミュニケーションを行った事

項のうち、監査人が特に注意を払った事項の中から

選定されますが、利害関係者にとって有用なKAMの

作成にあたっては、企業の状況の変化やリスク評価

についての監査チームとマネジメント・監査役等との

深い対話が不可欠であり、KAMを最終化するまでの

監査上の主要な検討事項（KAM）に対する取り組み

間には、KAMのみならず企業開示の内容に至るまで

非常に多くの議論が行われます。監査チームによる

深い対話の結果、企業の開示も拡充され、それに伴

い「KAMの内容および決定理由、KAMに対する監査

上の対応」がKAMの内容に沿った個別具体的な記

載になります。

　品質管理本部では、このようなKAMの作成プロセ

スにおいて、企業の注記、KAMの内容、監査上の対

応の記載の3つがそれぞれ整合したものとなるよう

に、監査チームを支援し、KAMを最終化するまで繰

り返し監査チームと検討を行います。監査チームと品

質管理本部が連携して取り組むことにより、当法人の

KAMは、被監査会社との深度ある協議に基づいた監

査チームの判断が適切に反映され、利害関係者の観

点からも理解しやすく、安心して利用できる信頼のあ

るものとなっています。そのため、日本証券アナリスト

協会によるKAMの事例集でも当法人の事例が複数取

り上げられています。

　KAMのボイラープレート化をいかに避けるか、企業

の状況の変化をどのようにKAMに反映していくべき

か、などは継続した課題であると認識しています。

　今後も利害関係者の期待に応えられるよう、継続し

てKAMの実務の進展に対する取り組みを重ねていき

ます。

　

Quality Management 　　　Section 2品質管理

6665



不正による重要な虚偽表示リスク

　日本の監査基準においては、「監査人は、職業的専

門家としての正当な注意を払い、懐疑心を保持して

監査を行わなければならない」と定められています。

また、「監査における不正リスク対応基準」において

も、不正リスクに適切に対処する上で、職業的専門家

としての懐疑心（職業的懐疑心）が重要であることが

強調されています。

職業的専門家としての懐疑心の保持および発揮

　当法人では、監査チームメンバーが職業的懐疑心

を保持・発揮し、不正リスクに対してより注意深く、批

判的な姿勢で臨むためには、監査チーム内の円滑な

コミュニケーションが重要だと考えています。監査責任

者や監査チームメンバー間の率直な意見交換を通じ

て、潜在的な不正リスクを含む監査リスクの認識、事

業上の合理性に疑問を抱かせる特異な取引など、監

査上、重要な問題となる可能性のある事項およびその

対応方針を共有します。

　また、監査チームメンバーが、不正による重要な虚

偽表示リスクを識別するための情報を入手するため

に、過去の不正事案を理解する取り組みとして、パー

トナーおよび監査現場をリードする一定以上の経験を

有する職員に対して、ケーススタディ研修受講を義務

付けています。

　さらに、法人外部の実務家や法律家を講師として

招き、デジタルリスクと企業の対応、AIの活用、リーガ

ルリスクマネジメント、内部通報システムによる不正リ

スク早期発見・対応のためのポイントなどについての

研修を実施しました。なお、監査ホットライン※を設け、

当法人内外からの通報を受け付けています。

不正リスクへの対応

不正による重要な虚偽表示の可能性への対応

　監査チームが不正による重要な虚偽表示の可能性

を識別した場合には、右図のとおり状況に応じて、法

人内に共有し、必要な対応を実施しています。当該監

査チームに対して、審査担当パートナーによる厳格な

審査や部門リスク管理担当パートナーによる助言、品

質管理本部による専門的見解の提供、不正の専門家

による関与などを実施することがあります。

被監査会社の財務データなどの分析

　上場する被監査会社が公表している有価証券報告

書等および決算短信における財務データの数年にわ

たる推移や一般的な財務比率および売上債権などの

回転期間の変遷から、不正事例を踏まえた異常値が

含まれていないかなどについて、個別に監査チーム

に問い合わせ、不正の兆候がないかを確認する取り

組みを実施しています。品質管理本部も監査チームと

のディスカッションを通じ、被監査会社の財務情報の

意味合いや事業の特徴を理解する機会を得ることが

でき、リスクプロファイリングの高度化に役立てていま

す。さらに、過去の有価証券報告書等の訂正事例に

基づき被監査会社の財務諸表を分析し、不正・誤謬

リスク評価に役立てることを目的とした不正検知AIを

開発しています。

※   監査ホットラインは、法人ウェブサイトに通報方法を記載しています。通報者が人事などにおいて不利益を受けないよう、関連規程上、明文で定めています。また、リスク管理部
リーダーが、提供された情報に関するアクセス従事者を選任します。通報対象事項に関係を有する者にはアクセス権限を付与せず、通報者の秘密を守ることにより、通報者
が不測の不利益を受ける事態も防いでいます。

 不正リスクへの対応

被監査会社側は、事案によっ
ては、不正による影響の詳細
調査のため調査委員会による
調査、当局等への報告を行う。

被監査会社（調査委員
会を含む）の調査結果
を会計上、内部統制上
の観点から評価する。

● 事実確認、関与・認知者特定
● 調査内容の評価
● 影響額評価
● 原因分析
● 類似案件調査、件外調査
● 再発防止策の策定、運用

● 調査の評価・事実関係把握
● 不正リスク評価の更新、対応
● 影響額の評価
● 内部統制の不備の評価
● 不正調査専門家による支援

人員増強等 審査 相談・専門的見解の
問い合わせ

不正による重要な虚偽
表示リスクに関する見直
し、追加的手続の必要
性 がある場 合、PwC 
Japanグループ内部の
専門的サポートを得る。

報告

報告

対応に関する質問 調査結果の評価

報告

調査委員会

経営者

当　局

取引所

不正調査および調査結果の評価

監査チーム

業務部門 QRP 品質管理本部

監査役等

•  監査チームが被監査会社か
ら不正、または不正が存在
する可能性の連絡を受け
る、または監査手続によりそ
の可能性を識別。

•  経営者等への質問を含む監
査手続により、不正による重
要な虚偽表示リスクに関す
る見直しの要否を検討。
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監査におけるITの重要性とDX推進による 

リスクの変化

　多くの企業がデジタルトランスフォーメーション

（DX）の推進により、クラウドやRPAなど先進的なテ

クノロジーを利用しています。また、効率化とデータの

利活用による業務高度化を実現すべく生成AI・ブロッ

クチェーンの活用も進められているなど、ITの活用は

拡大と深化の一途を辿っています。一方、IT化の推進

は新たなリスクをもたらします。

　特に、高度にITが利用されている現状において、ク

ラウドの利用をはじめとした委託先管理・サイバーセ

ITを重視した監査アプローチ

キュリティリスクは全ての企業が晒されているリスクと

なっています。直近でも、ランサムウェアによる被害やク

ラウド固有領域の設定誤り、委託先による瑕疵などの

複雑なリスク事象が数多く発生しています。実際、イン

シデント発生後に復旧が長期化することで決算処理お

よび開示を適時に行うことができない事案、システム障

害による事業活動の停止が生じるなど、財務報告に関

するリスクとして対応する必要性が生じています。

　監査上も、これらへの対応として財務報告のために

使用されているITの信頼性を評価することが必要で

あり、企業のデジタル化に比例するように、その重要

性はさらに高まり続けています。

アプリケーションシステム

調達 生産 販売

・・・

・・・

財務報告（決算）

IT業務処理統制

委託先

EDI

EC

API

情報システム管理・セキュリティ管理

インシデントリスク

インシデントリスク

●自動化された統制　■自動計算　▲インターフェース　◆アクセス制限　　レポート サイバーセキュリティ　

会計システム

販売システム

購買システム

IT全般統制

OS／アプリ
ケーション DBMS 運用 アクセス

制限
ネット
ワーク AI

ブロック
チェーン RPA クラウド サイバー

セキュリティ

アクセス
制限

レポート アクセス
制限

レポート アクセス
制限

レポート

アクセス
制限

レポート

アクセス
制限

レポート レポート

 ITおよび業務プロセス関連図

IT業務処理統制とIT全般統制

　IT統制は、アクセス制限やインターフェースなどシス

テムの機能・処理である「IT業務処理統制」と、システ

ムの開発、保守、運用やセキュリティ管理などシステム

の信頼性を支える「IT全般統制」の2つで構成されま

す。IT統制では、2つの構成区分がどのように登場す

るのかを理解する必要があります。

　売上プロセスを例に、販売管理システムが受注デー

タを受信し、受注データをもとに出荷データが作成

され、単価マスタに登録された単価と出荷データに

基づき売上金額が自動計算されるケースがあったと

します。この際、売上データを会計システムにインター

フェースし自動仕訳が起票されるまでの一連の処理

がほぼ人を介することなくシステムにより実施されて

いる場合、 もしシステム障害によりインターフェースが

稼働しない、あるいは自動仕訳のプログラムが誤って

いると、売上高が適切に計上されません。これら一連

の処理がIT業務処理統制であり、適切に統制が運用

されていない場合には、財務数値に直結するリスクが

発生します。

　また、上記処理を構成する個々のプログラムやデー

タについては、不適切な更新を防ぐため、システム開

発担当者のアクセス制限やログのモニタリング、シス

テム処理のエラーを適時に検出し復旧対応するため

の障害監視といった、システム全般にかかわる開発・

保守・運用の統制も重要となります。これらの統制が

IT全般統制であり、年間を通じて重要な不備なく統制

が運用されていなければ、IT全般統制の有効性を前

提としているIT業務処理統制にも疑義が生じます。そ

して、IT業務処理統制の有効性を前提としているその

他業務処理統制にも影響が及ぶといったように、間接

的に財務上のリスクに影響してしまいます。

　よって、左ページの図のとおり、IT全般統制は財務

報告に関連する内部統制全体の土台となっており、監

査上もこれを評価することが非常に重要です。

ITに関する監査アプローチ

　企業が高度にIT化され、さらに深化していく現状で

は、紙の証憑や手作業による内部統制の検証のみ、ま

た、IT環境を表面的に理解し評価するだけでは増大

するITリスクに対応した監査を行うことはできません。

　当法人は、IT統制に対して深度ある監査手続を実

施しています。具体的には、IT業務処理統制に対して

質問だけでなく、仕様書の閲覧を通じてシステムの仕

様を正確に理解し、仕様どおりの処理が実施されて

いるか、実際のデータを用いて検証を行います。また、

IT全般統制ではプログラム変更のログデータやセキュ

リティ設定値を検証し、プログラムとデータの信頼性を

確認しています。複雑なERPシステムの権限設定につ

いても、PwCネットワークが開発した評価ツールを使

用して網羅的に検証しています。

　ITが業務プロセスに組み込まれることで、大量の取

引やデータをルールに則り一貫して処理でき、適切な

担当者だけがアクセスできるように制限することで改

ざんを防止するなど、内部統制の強化に役立ちます。

　一方、ITの利用による上記以外のリスクも存在し

ます。

　昨今ではサイバーセキュリティリスクも財務報告に重

要な影響を及ぼすリスクとなっていることから、当法

人は、サイバーインシデントが発生した有事の監査対

応だけではなく、発生していない平時においても監

査対応を行っています。平時の対応では、一般的に財

務報告に影響を与える可能性のあるサイバーセキュリ

ティリスクを評価し、侵入検知、パッチ管理、ランサム

ウェア攻撃に対応したバックアップとリストアなどの内

部統制の評価を行うなど、PwCネットワークの最新の

監査アプローチを取り込んでいます。

　当法人は、IT環境の変化とそのトレンドを常に把握

し、ITの利用から生じるリスクを適切に識別し評価す

ることにより、被監査会社の変革のスピードに寄り添

い、変革に伴って生じる新たなリスクに先回りして対

応し、価値ある監査に寄与していきます。
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1．監査終了後のレビュー（定期的検証）

　当法人では、監査事務所の品質管理体制および

個別の監査業務に関する定期的検証を実施していま

す。この定期的検証では、PwCネットワークが世界統

一で採用する品質管理レビューの仕組みを活用して

います。当該品質管理レビューの仕組みは、国際品

質マネジメント基準第1号や公開会社会計監督委員会

（PCAOB）の品質管理基準をはじめとする監査事務

所の品質管理の基準を踏まえて開発されたプログラ

ムです。

　レビューチームはクオリティ・レビュー部メンバーを

中心に、海外のPwCメンバーファームのパートナー、

ディレクターおよびシニアマネージャーを含めて編成さ

れ、PwCネットワーク共通の方針、手続、ツールおよび

ガイダンスを利用してレビューを実施します。

監査事務所の品質管理体制の定期的検証

　監査事務所の品質管理体制の定期的検証は、法人

全体の品質管理の仕組みに関する内部統制が、品質

管理の基準に沿って適切に整備および運用されてい

るかどうかを検証するものです。

個々の監査業務の定期的検証

　個々の監査業務の定期的検証は、個々の監査業務

が、監査に関する基準等に沿って適切に実施されて

いるかどうかを検証するものです。

　監査責任者として監査業務を実施しているパート

ナーは、原則として3年に一度、個々の監査業務の定

期的検証の対象となります。また、社会的影響度の高

い監査業務やリスクの増大が認識された監査業務に

ついても、定期的検証の対象選定において考慮して

います。

監査業務の定期的検証・外部検査

2. 識別した不備の評価、伝達および是正

　定期的検証の結果、重要な指摘事項が識別された

場合、監査責任者は改善計画を立案・実行して追加

的な監査上の対応が求められます。品質管理本部は、

当該改善計画が適時適切に立案・実施されているか

を監視します。定期的検証の結果および一連の是正

措置は、PwCネットワークにも共有されるとともに、監

査チーム内での役割および責任を考慮の上、パート

ナーを含む各監査チームメンバーの人事評価に反映

されます。

3. 根本原因分析と対応策の周知徹底

　当法人では、定期的検証や外部機関による検査な

どの結果を踏まえて、速やかに根本原因分析を実施

し、監査品質の改善に役立てています。具体的には、

改善が望まれる事項の分布状況、問題が識別された

監査業務とそれ以外の業務との比較、客観的な要因

と潜在的な問題点の検討といったさまざまな分析を

行っています。当法人では、これらの分析結果を吟味

し、人財の配置方針の見直し、監査手続書の改訂、再

発を防止するためのガイダンスの作成、現在進行中の

監査業務における対応状況の適時の確認、十分な教

育研修の実施など、必要な対応を行います。

4. 次年度の施策への反映

　根本原因分析に基づいて個々の対応策も実施され

ますが、発見された事項はQMSEにおけるリスクとし

ても認識され、法人全体の品質管理施策にも反映さ

れていきます。

 レビューと原因分析

ホットレビュー
（監査進行中のレビュー）

監査事務所の
品質管理体制

個々の監査業務

定期的検証

（監査終了後のレビュ
ー
）

識
別
し
た
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価
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び
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根本原因分析と対応策の周知徹底

次
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度
の
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定期的検証の結果

　右表のとおり、2025年度において、47件の監査業

務が定期的検証の対象となり、重要な指摘事項は識

別されませんでした。当該定期的検証は、監査業務を

実施しているパートナーの52%を一度にカバーして

います。

定期的検証の結果を踏まえた品質改善の取り組み

　2024年度の定期的検証の結果を踏まえて、監査責

任者およびチームマネージャーの行動（指揮・監督・

査閲）改善のための取り組み、特定の領域における監

査アラートの発信、特定の事業部におけるリソースの

強化、フォローアップ研修の実施などの施策を講じて

きましたが、今後もさらなる改善の努力を継続してい

く予定です。また、2025年度の定期的検証において

識別された指摘事項についても根本原因分析を実施

し、個々の対応策の実施を進めています。なお、会計

仕訳や会計上の見積りに関して実施する監査手続の

高度化には、従前より継続して取り組んでいますが、

企業を取り巻く経営環境の変化が著しいことから、内

部統制の継続的な強化や経営環境の変化を踏まえた

見積りの詳細な裏付け資料の作成など、被監査会社

における経営管理体制の強化もますます重要になる

と考えています。

　当法人は、監査基準および求められる監査手続と

文書化の理解の再確認を徹底するとともに、品質管

理本部と、チーフオーディターが一体となって手続の

標準化を推進していきます。当法人には、国際的な監

査品質向上の流れを汲み、定期的検証による指摘事

項から学ぶカルチャーが醸成されています。これから

も、引き続き監査の品質向上を最優先とする取り組み

を継続し、被監査会社とも協力しながら、日本におけ

る財務報告の品質向上に寄与していきます。

定期的検証の結果 2024年度 2025年度

対象件数 36件 47件

監査意見の修正が必要 0件 0件

重要な指摘事項なし 32件 47件

重要な指摘事項あり 4件 0件

パートナーカバー率 38% 52%

レビューの種別 2024年度 2025年度

監査進行中のレビュー
（ホットレビュー） 9,049時間 8,707時間

監査終了後のレビュー
（定期的検証） 4,724時間 4,526時間

合計 13,773時間 13,233時間

 定期的検証の結果

 レビューアーの稼働時間
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JICPAによる品質管理レビュー

　JICPAは、監査業務の適切な質的水準の維持・向

上によって、監査に対する社会的信頼を維持・確保す

ることを目的として、監査法人が行う監査の品質管理

の状況をレビューする制度（品質管理レビュー）を、自

主規制として運用しています。品質管理レビューは、原

則として3年に一度実施されており、レビュー結果は監

査法人に通知され、必要に応じ改善が勧告されます。

公認会計士・監査審査会による検査

　公認会計士・監査審査会（CPAAOB）は、JICPAか

ら品質管理レビューに関する報告を受けてその内容を

審査し、必要に応じて監査事務所等に立入検査を実

施します。その結果、監査事務所において監査の品質

管理が著しく不十分である場合、監査業務が法令等

に準拠していないことが明らかになった場合には、業

務の適正な運営を確保するために必要な行政処分や

その他の措置を金融庁長官に勧告し、同庁が監査事

務所等に対して行政処分などを行います。

　なお、当法人は、2025年6月30日現在において、過

去に金融庁による行政処分を受けたことはありません。

公開会社会計監督委員会による検査

　公開会社会計監督委員会（PCAOB）は、米国にお

いて公開会社の監査を行う会計事務所に対し、定期

的に検査を行っています。検査結果は、PCAOBのウェ

ブサイトにおいて公開されています。

指摘事項への対応等

　当法人は、JICPAの品質管理レビューならびに

CPAAOBおよびPCAOBの検査において指摘を受け

た場合は、適切な対処を行うとともに、その根本原因

を分析し、再発を防止するためのガイダンスの作成、

教育研修の実施など、必要な対応を行っています。

 外部検査による処分

　当法人は、監査手法の導入や監査業務のモニタリ

ング、テクノロジーの開発について、PwCネットワーク

と連携するとともに、被監査会社の海外子会社等の

監査においてPwCネットワークの各拠点とも連携して

います。

グローバル監査対応

　グローバルに事業を展開する企業のグループ監査

を適切に実施するためには、海外子会社等に係る監

査上のリスクを識別し、適切な対応を図る必要があり

ます。PwCでは、PwCネットワーク共通の監査手法で

あるPwC Auditを各国で適用しており、当法人では、

企業の海外拠点の社会、文化、法制度、言語を深く理

解しつつ、現地PwCのメンバーファームと密接に連携

することにより、海外子会社等を取り巻く各国の事業

環境を勘案しながら、グローバルで一貫した高品質の

監査を実施します。

　国際的に事業を展開する企業の監査を行う際に、

PwCネットワークとの連携

 グローバル監査体制

必要に応じて日本企業支援ネットワーク（JBN）メン

バーを関与させ、海外子会社等の監査を実施する監

査チームとの密接な連携を図ります。

　不正などの重大な問題発生時においては、海外で

あっても早い段階で現地監査人とともに現地経営陣

との対面によるディスカッションを実施し、重要課題に

ついては早期に品質管理本部がサポートし、必要に

応じて現地の品質管理本部とも直接コミュニケーショ

ンを行って解決を図ります。また、被監査会社、被監

査会社の海外子会社、当法人、現地PwCのメンバー

ファームの4者会議を開催し協議を行うことで、被監

査会社と一緒に迅速に課題を解決します。

日本企業支援ネットワーク 

（JBN:Japan Business Network）

　PwCネットワークは世界各国・地域に、日本企業の

ビジネスを支援するため、会計・監査をはじめとする

専門家から構成される日本企業支援ネットワークを構

築しています。2025年7月1日現在、日本企業支援ネッ

トワークには658名（うち、日本語対応可能者 447名）

の専門家を配置しています。

 外部機関による検査等に関する制度の概要

公認会計士・監査審査会金融庁

監査事務所等 被監査会社等

審査

検査

監査

行政処分

勧告

日本公認会計士協会

品質管理レビュー

品質管理レビューの報告

４者会議
重要な案件、新規重要子会社など必要に応じて機動的に開催

対面対応
海外であっても早い段階で、現地監査人とともに現地経営陣と対面に
よるディスカッションを行い、課題を早期に解決

品質管理本部の連携
重要課題には早期に品質管理本部がサポートし、必要に応じて品質
管理本部が現地の品質管理本部とも直接コミュニケーション

専門家チームの組成
現地で専門家チームを組成した際には、日本でも専門家チームを組成
し、専門家チームと監査チームが一体となって対応

被監査会社

被監査会社
海外拠点

4者会議

PwC Japan
監査チーム

コミュニケーションツール

PwCネットワーク

PwC Japan
品質管理本部 専門家チーム

現地PwCのメンバーファーム
品質管理本部 専門家チーム

海外子会社
監査チーム／JBN

サポート

サポート

連携

監査

監査

 直近の品質管理レビュー結果

品質管理レビュー
報告書の交付年月 2025年4月30日

実施結果 重要な不備事項のない
実施結果

PwC Japan Group Annual Review

https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/
annual-review.html

設立以降の金融庁
による行政処分

2025年度

0件2024年度

0件

73 74

Quality Management 　　　Section 2品質管理



　テクノロジーを用いて監査品質を向上させることで、被監査会社だけでなく、全てのステークホルダーの監査満足度の

向上につながることを目指し、テクノロジーに対する投資や監査業務の変革を行っています。以下の監査手続の各段階に

おいて、監査の適時性、品質や効果、効率性を向上させるツールを多く導入しています。

監査におけるテクノロジーの活用

 テクノロジーを活用した監査プロセス

監査手続の流れ デジタル化・自動化の手法 導入ツール例

主要な効果　■＝品質・効果　●＝適時性　▶＝効率性

データ入手・変換

　被監査会社の会計関連データや外部の第三者のさまざまなデータを自動的にPwCのシステムに連携し、データを自動

変換します。

ツール例 ▶  Extract

　Extractは、ERPから会計データを自動で抽出し、 PwCにデータを送信できるPwCが開発したツールです。データ抽

出業務を効率化することで、被監査会社と監査人の双方の時間を削減します。より高い頻度で安全にデータ共有が可

能となり、リスクが高い仕訳を早期に発見することにも役立ちます。

会計数値の分析・監査手続の実施

　多様な監査ツールを利用し、データ分析に基づいて監査上重要と思われる論点を早期に発見し、被監査会社と討議す

ることで効率的かつ高品質な監査を可能にしていきます。

ツール例 ▶  Halo for Journals

　大規模データを扱い、母集団全体を分析する監査ツールであるHalo for Journalsは、定義された抽出基準に基づ

き、関連する仕訳の識別を可能とし、分析対象とすべき仕訳を識別し、検証手続を開始するための探索や視覚化を容

易にします。

ツール例 ▶  連結財務諸表分析ダッシュボード

　当法人が開発した連結財務諸表分析ダッシュボードは、監査における増減分析をサポートし、また主要な財務指標

の推移を一覧できるツールです。チーム内および被監査会社とのコミュニケーションに利用することでデータに基づい

た対話、データドリブン監査を実現し、被監査会社の監査体験（Audit experience）を変革しています。

調書・文書化

　突合結果や分析結果を出力し、結果をもとに監査調書を作成することで、監査人は解釈や判断といった専門業務に注

力します。

ツール例 ▶ Aura

　PwCネットワーク横断的に使用されているグローバル監査調書プラットフォームであるAuraは、リスク、要求される手

続、コントロールとリスク対応手続を明瞭に結び付け、包括的なガイダンスおよびプロジェクト管理機能を提供すること

で、監査メソドロジーを効果的に適用し、監査計画の策定および実施を支援します。

資料受領

監査資料に変換

調書・文書化

データ蓄積

 ● Connect
資料授受プラットフォーム

●  Extract
被監査会社のERPから会計データを自動で抽出するツール

● 電子確認状プラットフォーム
電子上で確認状のやり取りを行うプラットフォーム

データ変換・標準化

▶  標準データモデルコンバーター
国内ERPを含む、主要なERPシステムの財務データを分析
ツールが求めるデータモデルに変換するツール

突合・計算・分析の
デジタル化・自動化

■ 開示書類チェックツール
開示書類のチェックを自動化するプラットフォーム

■  Halo for Journals
仕訳データを用いて分析を行うデータ分析ツール

■  連結財務諸表分析ダッシュボード
連結財務諸表の主要な財務指標の推移を一覧化したり、増
減分析をサポートするツール

出力・可視化・調書化の
デジタル化・自動化

■  Aura
PwCネットワーク全体で使用している監査調書プラットフォー
ム。監査計画の構築と監査の実行をより効果的・効率的にす
るツール

■  Halo for Journals
仕訳データを用いて分析を行うデータ分析ツール

突合・計算・
分析
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業務標準化とデリバリーモデル変革に向けた 

取り組み

　PwC Japanグループでは、現在は主に、国内の

500名以上のメンバーが所属するTCC（テクニカル・

コンピテンシー・センター）で監査業務の標準化に向

けた取り組みを行っています。また、国外拠点も利用

し、監査手続のサポートを行っています。

　TCCは、デジタルツールの開発部門や監査現場と密

に連携している組織で、テクノロジースキルや基本的な

会計に関する資格を有するメンバーで構成されていま

す。監査業務のプロセス改善に加え、デジタルツールの

開発部門が持つノウハウも活かし、標準化・自動化の

観点から監査品質の向上を目指しています。

　TCCでは、監査現場や業務を集約化したセンターと

して、標準化されたプロセスに沿って監査手続を実施

しています。具体的には部門内にチームを設置し、多

くの被監査会社に対して同質の監査手続が発生する

ような一部の勘定科目の検証を実施し、品質を担保

しています。毎年、監査手続をより高品質にするため

EPQ（Engagement Performance and 

Quality）の取り組み

　EPQは、法人の品質向上のための重点施策である

「4＋1」 p.56 を構成し、業務プロセスの改善を

通じた監査品質向上を目的として実施される取り組

みです。EPQを通じて、各監査チームおよびそれぞれ

の職員が作業の前倒しを通じた監査品質向上のベネ

フィットを理解することにより、一人一人の行動変革を

促し、自律的なカルチャーの構築を実現することを目

指しています。

業務プロセス改善と品質向上への取り組み

に、TCCのメンバーと公認会計士が連携して業務プロ

セスの見直しを行っています。

　また、上場会社を対象に、EDINET上で開示された

開示書類と被監査会社と合意した最終版の開示書類

の一致を確かめるツールや、XBRLデータを用いて自

動で有価証券報告書の一部の開示を検証する仕組み

を用いて監査チームを支援しています。

　TCCでは、これらの取り組みを品質面から支えるた

めに、20名以上の専属の公認会計士を管理者として

配置し、法人の品質管理レビューも受けています。

 DX推進に必要な３つのステップ

 フロントローディング型の業務プロセス

フロント
ローディング型の
業務プロセス

雪崩型の
業務プロセス

工
数

監査開始 意見日

標準化
Standardization

step3
step2

step1 デジタル化
Digitization

AI／自動化
AI／ Automation

情報セキュリティの管理体制

　PwCでは、PwCネットワークの情報セキュリティ部門

と各国のメンバーファームが一体となって情報セキュリ

ティ強化に取り組んでいます。PwCネットワーク全体で

の取り組みにより、世界的に最新かつ高度な技術を

用いた対策を迅速に導入し、また、法令・ガイドライン

への対応を効率的に推進することができ、個々のメン

バーファームが独自に取り組む場合よりもさらに高い

情報セキュリティレベルを確保できるようになります。

　当法人においてもPwCネットワークのゼロトラストセ

キュリティモデルに基づいたサイバーセキュリティ対策

を迅速に導入し、次々と出現する新たな脅威に適時

に対応しています。これらの技術的な対策に加えて、

組織的・人的情報セキュリティ対策の導入も進めてお

り、PwCネットワークの統一基準による情報セキュリ

ティアセスメントや統一コンテンツによる教育・訓練の

実施、日本固有の労働環境や文化などに起因する情

報セキュリティリスクの把握、社員および職員の意識の

情報セキュリティ

向上に取り組んでいます。

　このような取り組みを通して、クライアントの情報を

守る堅牢な情報セキュリティの継続的な確保に努めて

います。なお、情報セキュリティの維持・強化のため、

2022年6月に法人全体でISO/IEC27001（ISMS）の

認証を取得しています。

サイバーセキュリティインシデント管理

　ランサムウェアをはじめ、サイバー攻撃の脅威は年々

増しています。PwCはPwCネットワークの技術環境に

おけるサイバーリスクを継続的に特定し、優先順位を

付け、是正します。当法人では、ネットワーク防御、エン

ドポイント防御、クラウド防御、アイデンティティセキュリ

ティ、24時間365日監視といったサイバー攻撃に対応

する体制を構築しています。また、インシデント発生時

には、情報セキュリティ部門からリスク管理部門、法務

部門、インシデント発生部門など、関係者へ連携し、協

力しながら対応する体制を整備しています。

　

24時間
365日
監視

ネットワーク
防御

エンドポイント
防御

クラウド
防御

アイデンティティ
セキュリティ

サイバー
セキュリティ

リスクの特定
脅威と脅威アクター
オペレーション環境
リスクシナリオ
と指標

リスク対応
モニタリング
サイバーハイジーンと
プロジェクト

オペレーション改善

リスク分析
サービスと能力
制御とテクノロジー
インシデントデータ

NISサイバー
戦略

戦略的要件

リスク管理

 NISサイバー戦略に基づくリスク管理  サイバーセキュリティ管理体制
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